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はじめに

　本稿が紹介する「原子力損害の賠償に関する法律案想定問答　昭和36年３月
　原子力局」（以下「36年想定問答」という。）は，「原子力損害の賠償に関す
る法律」（昭和36（1961）年法律147号，以下「原賠法」という。）案について，
科学技術庁原子力局が昭和36年３月に作成した国会審議のための資料である。
　36年想定問答は，昭和35年５月に科学技術庁原子力局が原賠法案について準
備した想定問答（「原子力損害の賠償に関する法律案想定問答　昭和35年５月
　原子力局」，以下「35年想定問答」という。）に続くものである。２度にわた
り想定問答を作成した理由は，①35年想定問答の前提となる「原子力損害の賠
償に関する法律案」は，35年４月28日に岸信介内閣により閣議決定され，５月
２日に国会に提出されたが，安保論戦などの問題もあり，10月24日の衆議院解
散により最終的には審議未了，廃案になった。その後，池田勇人内閣により昭
和36年２月28日に改めて原賠法案閣議決定があり，国会に提出されたこと，②
36年では，「原子力損害賠償補償契約に関する法律」案も同時に閣議決定，国
会審議されることから，後者の法律についても配慮が必要になったことである。
　結局，昭和36年６月に両法案は，国会で可決され，「原子力損害の賠償に関
する法律」（昭和36年６月17日法律第147号）及び「原子力損害賠償補償契約に
関する法律」（昭和36年６月17日法律148号）として公布された。昭和35年提出
の原賠法案と36年提出の原賠法案は，実質的に同じ内容である。筆者は，「原
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子力損害の賠償に関する法律」の立法史を検討し，関連資料の発掘を行ってい
るが1），その過程で35年想定問答と36年想定問答を入手できた2）。
　原賠法の立法担当者による解説として著名なのは，科学技術庁原子力局編『原
子力損害賠償制度』（1962年９月，通商産業研究社）である。同書の原型とな
る資料は，科学技術庁原子力局『原子力災害補償制度について』（1961年８月，
謄写版，全242頁）であり，国会図書館が所蔵している（国会図書館請求番号
AZ-433-H66）。科学技術庁原子力局が『原子力損害賠償制度』を記述するに際
して，35年想定問答や36年想定問答を参考にしたと考えられる。全体としての
系譜関係は，35年想定問答（獨協法学96号紹介）⇒36年（３月）想定問答（本
稿紹介）⇒科学技術庁原子力局『原子力災害補償制度について』（1961年８月，
ガリ版刷り）⇒科学技術庁原子力局編『原子力損害賠償制度』（1962年９月，
通商産業研究社）と考えられる。
　本稿執筆現在，原賠法改正への動きが活発であり，原賠法の立法過程につい
ての認識を共有する必要がある。2015年５月13日の第20回原子力委員会は，見
直しのための専門部会設置を決定し，既に第１回の原子力損害賠償制度専門部
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 1）　拙稿「原子力災害補償専門部会（昭和33年）と「原子力損害の賠償に関する法律」
⑴⑵⑶⑷⑸⑹」獨協法学89，90，91，92，93，94号（2012年-2014年），同「我妻榮
博士の災害法制論――原子力損害の賠償に関する法律」法律時報85巻３号（2013年），
同「「原子力損害の賠償に関する法律」昭和46年改正と事業者責任制限⑴⑵」獨協法
学95，96号（2014年，2015年），同「立法資料：原子力損害の賠償に関する法律案想
定問答　昭和35年５月　原子力局」，同「判例評釈：福島第一原発事故避難者の自殺
と原賠法３条１項及び民法722条２項（福島地方裁判所平成26年８月26日判決）」『速
報新判例解説16号　新判例解説Watch』（日本評論社，2015年）。更に，拙著『原子力
損害賠償制度の成立と展開』（日本評論社，2015年）。

 2）　財務省（大蔵省）文書「（行政文書ファイル名）会計法規関係執務参考資料（平成
８年度以前／協議法令／科学技術庁）」中の文書（左上に「19」の書込みがある）。
大蔵省に資料が残された理由は，第１に原賠法は当時科学技術庁と大蔵省の共管の
法律であったこと，第２に原賠法の成立に際して大蔵省主計局法規課と相当に対立
があり，これが大蔵省の関連資料として残ったことと推定している。これをもとに，
文部科学省に情報公開請求を行い，資料紹介の文書を得た。

	



会が５月21日に開催された3）。原賠法改正について，様々の議論が必要であるが，
筆者は，原賠法そのものの立法資料について多くの人が閲覧し，（思いつきで
はない）議論の基礎とすべきであると考えている4）。筆者は，これまでも，論
稿を発表してきたが，2015年８月に，日本評論社から『原子力損害賠償制度の
成立と展開』を刊行した。他方，想定問答は資料として独自の意義があると考
え，ここに紹介する。
　筆者は，文部科学省にこの36年想定問答文書がどの行政文書ファイルに含ま
れるかを問い合わせた。その理由は，36年想定問答を含む行政文書ファイルを
特定し，それについて悉皆的に情報公開請求することで関連文書を入手するこ
とにあった。この方式は，財務省情報公開では有効であった。ところが，文部
科学省の返答は，本資料を含むファイルは行政文書ファイルには載っていない
ということであった。
　行政文書ファイルについて，内閣府サイトは，次のように述べている。
　　�　「公文書管理法第７条では，行政文書ファイル管理簿について規定され
ています。

　　�　具体的には，行政文書ファイル等の管理を適切に行うため，行政文書ファ
イル等の分類，名称，保存期間，保存期間の満了する日，保存期間が満了
したときの措置（移管又は廃棄）及び保存場所その他の必要な事項を帳簿
（行政文書ファイル管理簿）に記載しなければならないとされています（１
年未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等は除く。）。この行政文
書ファイル管理簿は，行政機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとと
もに，インターネット等により公表しなければならないとされています。
公表により，各行政機関が保有する行政文書ファイル等の状況を国民に明
らかにするとともに，行政文書の特定に資する情報の提供（行政機関情報
公開法第22条第１項参照）として，開示請求者の利便にも資するようにす
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 3）　http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/songai/index.htm
 4）　同様の観点からの，21世紀政策研究所（澤昭裕，竹内純子監修）「原子力損害賠償
制度資料集」（http://21ppi.org/index.html）も有益である。なお，本稿とは重複しない。



るものです。」
　　（http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/shikumi/g_bun/g_bun.html）
　原賠法想定問答のような重要文書を含むファイルが「行政文書ファイル」に
載っていないというのは理解しにくい。筆者は，文部科学省にこの36年版想定
問答の保存状況について問い合わせたが，要するに存在するという返答であっ
た。「行政文書の特定に関する情報の提供（行政機関情報公開法第22条第１項
参照）」が十分になされていないことになる。それ故，この想定問答の前後に
あると推定される文書について特定できず，情報公開請求ができなかった。こ
のような意味もあるため，本資料紹介では，文科省への情報公開請求関連文書
から始めている。

　〔追記：本研究は，JSPS科研費26380012（基盤Ｃ「原子力損害賠償制度立法
史の実証的解明：我妻榮・加藤一郎文書の検討」）の助成を受けた。〕
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